
                               令和５年４月１日 

お 客 さ ま 各 位                     

 長 野 信 用 金 庫 

 

 

女性職員の制服廃止について 

 

 

 当金庫は、令和５年４月１日より、社会意識の変化に柔軟に対応し、多様性を

認める職場環境を整えるため、女性職員の制服を廃止いたしました。 

 「男性はスーツ・女性は制服」といった固定概念にとらわれない服装の自由化

を通じて、柔軟な発想で仕事に向き合える組織風土の醸成を図ります。服装には

一定のガイドラインを設け、ＴＰＯ（時間・場所・場合）に応じた清潔感のある

身だしなみの徹底に努めてまいります。 

当金庫は、今後とも皆さまに愛されるよう、一層の金融サービス向上に取り組

んでまいりますので、本取組みへのご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお

願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 


